
令和４年 １０月 定例教育委員会 

 

                     日時 令和４年１０月２５日(火)13:30～ 

                     場所 鳥取市役所本庁舎６階 第５会議室 

 

次  第 

 

○ 行事報告及び行事予定について                       〔教育総務課〕P.2 

 

 

【審議事項】 

（１）議案第９号 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正について 

                                    〔中央図書館〕P.4 

【説明・協議事項】 

（１）鳥取市学校教育情報化推進計画（案）について            〔学校教育課〕別冊 

 

【報告事項】    

（１）公費外定期監査について                      〔教育総務課〕P.19 

（２）旧美歎水源地フェスティバル 2022 の開催について             〔文化財課〕P.20 

（３）体験的学習活動等休業日の市教委各課主催の関連イベントについて   〔学校教育課〕P.22 

（４）学校・児童クラブ等における新型コロナウイルス感染症の対応について 〔学校教育課〕当日配布 

（５）南中学校制服変更について                     〔学校教育課〕当日配布 

  

【その他】 

（１）次期定例教育委員会の開催について 

  ［11 月］令和 4年 11月 29 日（火）13：30～  鳥取市役所本庁舎 ６階第４会議室  

［12月］令和 4年 12 月 27 日（火）13：30～    〃      ６階第４会議室 

（２）総合教育会議の開催について 

   令和 4年 12 月 2日（金）13：30～               ７階第２委員会室 

 

 



９月 28 （水）

29 （木） 河原町みたき大学第３回講座 河原町コミュニティセンター

30 （金）

10月
国史跡梶山古墳壁画一般公開（～2日）
国史跡栃本廃寺跡特別公開

国府町

展覧会「万葉の四季－藤内雅苑による書の雅－」（～23） あおや郷土館

歴史講座「鳥取藩主池田家墓所について」 仁風閣

2 （日） 健康意識改革講座「麻酔のいろいろについて知る」 仁風閣

3 （月） 学級づくり研修 各校でのＷｅｂ研修

4 （火）

９月議会閉会

とっとり出合いの森出張観察会 さじアストロパーク

新聞の楽しみ方講座 仁風閣

6 （木）

7 （金）

8 （土） 歴史講座「仁風閣を建てた池田仲博侯爵とその家族」 仁風閣

9 （日） じゃんぐる★じむ　のおはなし会 用瀬図書館

10 （月） 歴史ツアー「城下町を歩く」 鳥取市歴史博物館

11 （火） 鳥取大学地球科学講義 さじアストロパーク

12 （水） ちいさいこどものためのわらべうた・秋 中央図書館

13 （木）

道徳教育推進教師研修（全） 各校でのＷｅｂ研修

成人学級一日研修 河原・八頭方面

「令和の万葉大茶会」２０２２鳥取大会 因幡万葉歴史館

歴史講座「山陰線の開通と鉄道唱歌」 仁風閣

「木星・土星」ユーチューブ生配信（21時15分～21時45分） さじアストロパーク

第２３回　万葉集朗唱の会 因幡万葉歴史館

仁風閣寄席 仁風閣

17 （月）

18 （火） 青谷町高齢者教室社会見学 鳥取市内

19 （水）

20 （木） 中堅教諭等資質向上研修⑤・１６年目研修② 各校でのＷｅｂ研修

21 （金）

おうちだにアカデミー「先人たちの情熱と鼓動を回顧する　旧美歎水源地水道
施設復興100周年」

鳥取市歴史博物館

鳥取市水道復興100周年展（～11/27） 仁風閣

23 （日） ふれあいまつり 用瀬町勤労者体育センター

24 （月）

25 （火） １０月定例教育委員会 市役所本庁舎６階第５会議室

10月 26 （水）

27 （木）

人権教育主任研修②・教育相談コーディネーター研修②・児童生徒相談
員研修②

各校でのＷｅｂ研修

ブック袋でひろがるあなたの世界（～３０日） 中央図書館

本のリサイクル市（～３０日） 気高図書館

hactoコンサート 仁風閣

因幡・但馬の麒麟獅子舞 仁風閣

30 （日） 鳥取バロックアンサンブルコンサート 仁風閣

31 （月）

① 行事報告（９月２８日～１０月２５日）

② 行事予定（１０月２６日～１１月２９日）

（金）28

（金）14

16 （日）

22 （土）

1 （土）

5 （水）

15 （土）

29 （土）



11月 1 （火）

2 （水）

とっとりのお宝おひろめ展（～12月11日） 鳥取市歴史博物館

資料にふれる「焼き物」 鳥取市歴史博物館

美歎水源地復興100周年パネル展 鳥取市歴史博物館

直前企画「皆既月食学習会」（11/3～11/6） さじアストロパーク

第４５回河原町文化祭（11/4～11/6） 河原町コミュニティセンター他

秋の一日図書館員 中央図書館

5 （土） 市立図書館　開館40周年記念講演会（講師　岩田徹さん　） 中央図書館

オンライン講演会「曽我物語図屏風について」 鳥取市歴史博物館

鳥取城大手門復元よもやまばなし 仁風閣

「文字・活字文化の日」記念講演会（講師　桑本みつよしさん） 中央図書館

町民バレーボール大会 千代南中学校

7 （月） ひいな学級一日研修 河原・八頭方面

郷土史講座 用瀬町民会館

宇宙ふしぎ探検「皆既月食と天王星食を観察しよう」 さじアストロパーク

インターネット中継「月食・天王星食」 さじアストロパーク

9 （水）

10 （木） 河原町みたき大学第４回講座（県内研修） 倉吉方面

11 （金） 河原町女性セミナー第４回講座（県内研修） 大山方面

祝施設復興100周年旧美歎水源地フェスティバル2022（～13日） 旧美歎水源地水道施設

おもてなしイベント「クイズラリー」 鳥取市歴史博物館

マリオネット麒麟獅子舞上演会 仁風閣

ミュージアムコンサート 鳥取市歴史博物館

リサイクル古本市 用瀬図書館

14 （月）

15 （火） 青谷町高齢者教室 青谷町総合支所

16 （水） みすみ大学 用瀬町総合支所3-1会議室

17 （木） 外国語教育小中連携研修 会場校でのＷｅｂ研修

18 （金）

共催展「第24回鳥取県児童生徒地域地図発表作品展」 鳥取市歴史博物館

「飛行機や空港を100％楽しむ講座」 仁風閣

「宇宙なんちゃら　こてつくん」プラネタリウム期間限定投影
（11/19.20.23.25.26.27.12/3）

さじアストロパーク

20 （日） 「脳の健康について」 仁風閣

21 （月）

22 （火）

23 （水） はじめてのフラワーアレンジメント 中央図書館

24 （木） 授業づくり研修② 各校でのＷｅｂ研修

25 （金）

26 （土） 名将：吉川経家を語るトークと紙芝居 仁風閣

歴史ツアー「樗谿を歩く」 鳥取市歴史博物館

因幡三大地誌入門　因幡民談記、因幡志、鳥府志を学ぶ 仁風閣
ギャラリー展示＆ギャラリートーク
展示「鳥瞰図展～空から見た山陰地方と吉田初三郎」講師：山道俊哉さ
ん

中央図書館

28 （月）

ＩＣＴを活用した授業づくり研修 会場校でのＷｅｂ研修

鳥取大学講義「地球科学」 さじアストロパーク

１１月定例教育委員会 市役所本庁舎６階第４会議室

（土）19

29 （火）

4 （金）

3 （木）

27 （日）

6 （日）

（土）12

13 （日）

（火）8



 
審議事項（１） 

 
 
 
  鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する 
  規則案要綱 

 
１ 改正の目的 
  電子書籍の貸出しに関する所要の整備を行うことを目的とします。あわせ

て、所要の改正を行うのです。 

 
２ 改正の内容 
  電子書籍の貸出しについて、貸出しを受けることができる電子書籍の数量

及び貸出期間を定めます。（第１０条関係）あわせて、所要の改正を行うこと

とします。（第１３条、第１４条関係。第２２条を第２３条とし、第１５条か

ら第２１条までを１条ずつ繰り下げる。第１２条を第１３条とし、第１１条を

第１２条とし、第１０条を第１１条とする。） 

 
３ この規則は、令和４年１２月１日から施行することとします。 

定例教育委員会資料 

年月日 令和４年１０月２５日（火） 

担当課 中央図書館 



 

議案第９号 

 

鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に 

ついて 

 

 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を次のように改

正する。 

 

 令和４年１０月２５日提出 

 

                        鳥取市教育委員会 

                        教育長 尾 室 高 志 

 

鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する 

規則 

 

 鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年鳥取市教

育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 

 第２２条を第２３条とし、第１５条から第２１条までを１条ずつ繰り下げる。 

 第１４条中「利用申込書（様式第２号）」を「利用申込書（様式第２号）又

は団体利用申込書（様式第４号）」に改め、同条を第１５条とする。 

 第１３条中「貸出申込書」を「利用申込書（様式第２号）又は団体利用申込

書（様式第４号）」に、「利用申込書（様式第２号）」を「各様式」に改め、

同条を第１４条とする。 

 第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条と

し、第９条の次に次の１条を加える。 

（電子書籍の貸出し） 

第１０条 第８条第４項の規定によりカードの交付を受けた者は、電磁的記録

であってインターネットを通じた利用が可能とされたもの（図書館資料と同

等の内容を有するものに限る。次項において電子書籍という。）の貸出しを受



 

けることができる。 

２ 同一人が同時に貸出しを受けることができる電子書籍の数量及び貸出期間

は、次のとおりとする。 

数量         貸出期間 

２点以内 ２週間以内。ただし、当該電子書籍について他の

利用者の予約がない場合は、貸出期間満了の日前

に手続を行うことにより、１回に限り、当該手続

の日から起算して２週間延長することができる。 

 附 則 

この規則は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

 

提案理由 

 電子書籍の貸出しに関する所要の整備を行うため。 
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鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１６年教育委員会規則第２１号）新旧対照表 

改正後 改正前 

○鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則 ○鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成１６年１０月２９日 平成１６年１０月２９日 

鳥取市教育委員会規則第２１号 鳥取市教育委員会規則第２１号 

改正 平成１７年 ４月２７日教委規則第 ９号 改正 平成１７年 ４月２７日教委規則第 ９号 

平成１８年 ６月３０日教委規則第１４号 平成１８年 ６月３０日教委規則第１４号 

平成１８年１２月 １日教委規則第２３号 平成１８年１２月 １日教委規則第２３号 

平成２０年 ３月３１日教委規則第１０号 平成２０年 ３月３１日教委規則第１０号 

平成２７年３月２０日教委規則第８号 平成２７年３月２０日教委規則第８号 

平成２９年２月２８日教委規則第３号 平成２９年２月２８日教委規則第３号 

平成３０年３月３０日教委規則第２号 平成３０年３月３０日教委規則第２号 

令和２年６月２９日教委規則第１１号 令和２年６月２９日教委規則第１１号 

令和３年４月１日教委規則第７号 令和３年４月１日教委規則第７号 

（目的） （目的） 

第１条 この規則は、鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例（平

成１６年鳥取市条例第１４３号。以下「条例」という。）の施行に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この規則は、鳥取市立図書館の設置及び管理に関する条例（平

成１６年鳥取市条例第１４３号。以下「条例」という。）の施行に関

し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（休館日及び開館時間） （休館日及び開館時間） 

第２条 鳥取市立図書館（以下「図書館」という。）の休館日及び開館 第２条 鳥取市立図書館（以下「図書館」という。）の休館日及び開館
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時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が必要と認めたときは、これを変更することがで

きる。 

時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が必要と認めたときは、これを変更することがで

きる。 

（１） 休館日 （１） 休館日 

施設の名称 休館日 

鳥取市立中央図書館 

鳥取市立用瀬図書館 

鳥取市立気高図書館 

ア 火曜日 

イ １２月２９日から翌年の１月

３日までの日（アに掲げる日を除

く。） 

ウ 資料整理日（毎月最終の木曜

日） 

エ 特別資料整理期間（毎年１回５

日以内） 
 

施設の名称 休館日 

鳥取市立中央図書館 

鳥取市立用瀬図書館 

鳥取市立気高図書館 

ア 火曜日 

イ １２月２９日から翌年の１月

３日までの日（アに掲げる日を除

く。） 

ウ 資料整理日（毎月最終の木曜

日） 

エ 特別資料整理期間（毎年１回５

日以内） 
 

（２） 開館時間 （２） 開館時間 

施設の名称 開館時間 

鳥取市立中央図書館 ア 日曜日及び土曜日 午前９時

から午後５時まで 

イ その他の日 午前９時から午

後７時まで 

鳥取市立用瀬図書館 

鳥取市立気高図書館 

午前１０時から午後６時まで 

 

施設の名称 開館時間 

鳥取市立中央図書館 ア 日曜日及び土曜日 午前９時

から午後５時まで 

イ その他の日 午前９時から午

後７時まで 

鳥取市立用瀬図書館 

鳥取市立気高図書館 

午前１０時から午後６時まで 

 

（本条…一部改正〔平成１７年教委規則９号・１８年１４号・ （本条…一部改正〔平成１７年教委規則９号・１８年１４号・
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２３号・２０年１０号・２７年８号〕） ２３号・２０年１０号・２７年８号〕） 

（職員） （職員） 

第３条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。 第３条 図書館に館長、司書その他の職員を置く。 

２ 鳥取市立中央図書館長（以下「中央図書館長」という。）は、教育

長の命を受けて所管事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 鳥取市立中央図書館長（以下「中央図書館長」という。）は、教育

長の命を受けて所管事務を管理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 中央図書館長以外の館長は、中央図書館長の命を受けて所管事務を

管理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 中央図書館長以外の館長は、中央図書館長の命を受けて所管事務を

管理し、所属職員を指揮監督する。 

４ 館長以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。 ４ 館長以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。 

（図書館資料の利用） （図書館資料の利用） 

第４条 図書館資料（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第

１号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。）を利用する者は、館

長の指示に従わなければならない。 

第４条 図書館資料（図書館法（昭和２５年法律第１１８号）第３条第

１号に規定する図書館資料をいう。以下同じ。）を利用する者は、館

長の指示に従わなければならない。 

（本条…一部改正〔令和２年教委規則１１号〕） （本条…一部改正〔令和２年教委規則１１号〕） 

（館内利用） （館内利用） 

第５条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、館長が別に定

める場所において利用しなければならない。 

第５条 図書館内で図書館資料を利用しようとする者は、館長が別に定

める場所において利用しなければならない。 

（複製） （複製） 

第６条 条例第５条第１項の規定により教育委員会の承認を受けようと

する者は、複写申込書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければ

ならない。 

第６条 条例第５条第１項の規定により教育委員会の承認を受けようと

する者は、複写申込書（様式第１号）を教育委員会に提出しなければ

ならない。 

（個人貸出し） （個人貸出し） 
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第７条 図書館資料は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、個人

貸出しを行うことができる。 

第７条 図書館資料は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、個人

貸出しを行うことができる。 

（１） 本市に居住する者 （１） 本市に居住する者 

（２） 本市に通勤し、又は通学する者 （２） 本市に通勤し、又は通学する者 

（３） 本市と因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏の形成に係る連

携協約を締結した地方公共団体の区域内に居住する者 

（３） 本市と因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏の形成に係る連

携協約を締結した地方公共団体の区域内に居住する者 

（４） 前３号に掲げるもののほか、中央図書館長が特に認める者 （４） 前３号に掲げるもののほか、中央図書館長が特に認める者 

（本条…全部改正〔平成３０年教委規則２号〕） （本条…全部改正〔平成３０年教委規則２号〕） 

（個人貸出しの申込み） （個人貸出しの申込み） 

第８条 個人貸出しを受けようとする者（以下「個人貸出申込者」とい

う。）は、利用申込書（様式第２号）を館長に提出するとともに、そ

の身元を確実に証明する書類を提示しなければならない。 

第８条 個人貸出しを受けようとする者（以下「個人貸出申込者」とい

う。）は、利用申込書（様式第２号）を館長に提出するとともに、そ

の身元を確実に証明する書類を提示しなければならない。 

２ 個人貸出申込者は、前項に規定する身元を確実に証明する書類を提

示することができないときは、その身元を証明する者を１人立てなけ

ればならない。 

２ 個人貸出申込者は、前項に規定する身元を確実に証明する書類を提

示することができないときは、その身元を証明する者を１人立てなけ

ればならない。 

３ 個人貸出申込者の身元を証明する者は、市内に居住する成人又はそ

の者が在学する学校の教員とする。 

３ 個人貸出申込者の身元を証明する者は、市内に居住する成人又はそ

の者が在学する学校の教員とする。 

４ 館長は、第１項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、

鳥取市立図書館貸出カード（様式第３号。以下「カード」という。）

を交付する。 

４ 館長は、第１項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、

鳥取市立図書館貸出カード（様式第３号。以下「カード」という。）

を交付する。 

（１項…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕、１・２項…一 （１項…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕、１・２項…一
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部改正〔令和２年教委規則１１号〕） 部改正〔令和２年教委規則１１号〕） 

（個人貸出しの手続等） （個人貸出しの手続等） 

第９条 個人貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカー

ドを添えて、係員に提出しなければならない。 

第９条 個人貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカー

ドを添えて、係員に提出しなければならない。 

２ 個人貸出しは、同時に１人１５冊以内とし、貸出期間は、２週間以

内とする。 

２ 個人貸出しは、同時に１人１５冊以内とし、貸出期間は、２週間以

内とする。 

３ 図書館資料を貸出期間の終了後引き続き利用しようとする者は、館

長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、

貸出期間の終了の日から２週間を限度とする。 

３ 図書館資料を貸出期間の終了後引き続き利用しようとする者は、館

長の承認を受けなければならない。この場合において、継続利用は、

貸出期間の終了の日から２週間を限度とする。 

４ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、個人

貸出しの冊数、貸出期間及び継続利用期間を別に指定することができ

る。 

４ 前２項の規定にかかわらず、館長が特に必要と認めたときは、個人

貸出しの冊数、貸出期間及び継続利用期間を別に指定することができ

る。 

（２項…一部改正〔平成２９年教委規則３号〕、２項…一部改

正・４項…追加〔令和２年教委規則１１号〕） 

（２項…一部改正〔平成２９年教委規則３号〕、２項…一部改

正・４項…追加〔令和２年教委規則１１号〕） 

（電子書籍の貸出し）  

第１０条 第８条第４項の規定によりカードの交付を受けた者は、電磁

的記録であってインターネットを通じた利用が可能とされたもの（図

書館資料と同等の内容を有するものに限る。次項において電子書籍と

いう。）の貸出しを受けることができる。 

２ 同一人が同時に貸出しを受けることができる電子書籍の数量及び

貸出期間は、次のとおりとする。 
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数量       貸出期間 

２点以内 ２週間以内。ただし、当該電子書籍について他の利

用者の予約がない場合は、貸出期間満了の日前に手

続を行うことにより、１回に限り、当該手続の日か

ら起算して２週間延長することができる。 

 

 

 

 

 

 

 （団体貸出し） （団体貸出し） 

第１１条 図書館資料は、市内の社会教育関係団体及び事業所等（以下

「団体等」という。）に対し、団体貸出しを行うことができる。 

第１０条 図書館資料は、市内の社会教育関係団体及び事業所等（以下

「団体等」という。）に対し、団体貸出しを行うことができる。 

（団体貸出しの申込み） （団体貸出しの申込み） 

第１２条 団体貸出しを受けようとする団体等の代表者は、団体利用申

込書（様式第４号）を館長に提出するとともに、その身元を確実に証

明する書類を提示しなければならない。 

第１１条 団体貸出しを受けようとする団体等の代表者は、団体利用申

込書（様式第４号）を館長に提出するとともに、その身元を確実に証

明する書類を提示しなければならない。 

２ 館長は、前項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、そ

の団体等を登録し、カードを交付する。 

２ 館長は、前項に規定する申込書等が適当であると認めたときは、そ

の団体等を登録し、カードを交付する。 

（１項…一部改正〔平成２７年教委規則８号・令和２年１１号〕） （１項…一部改正〔平成２７年教委規則８号・令和２年１１号〕） 

（団体貸出しの手続等） （団体貸出しの手続等） 

第１３条 団体貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカ

ードを添えて、係員に提出しなければならない。 

第１２条 団体貸出しを受けるときは、借りようとする図書館資料にカ

ードを添えて、係員に提出しなければならない。 

２ 団体貸出しは、同時に５０冊以内とし、貸出期間は、６週間以内と

する。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を

別に指定することができる。 

２ 団体貸出しは、同時に５０冊以内とし、貸出期間は、６週間以内と

する。ただし、館長が特に必要と認めたときは、その冊数及び期間を

別に指定することができる。 
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（変更の届出） （変更の届出） 

第１４条 カードの交付を受けた者は、利用申込書（様式第２号）又は

団体利用申込書（様式第４号）の記載内容に変更が生じたときは、各

様式により、速やかに館長に届け出なければならない。 

第１３条 カードの交付を受けた者は、貸出申込書の記載内容に変更が

生じたときは、利用申込書（様式第２号）により、速やかに館長に届

け出なければならない。 

（本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） （本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） 

（紛失の届出等） （紛失の届出等） 

第１５条 カードの交付を受けた者は、カードを紛失したときは、利用

申込書（様式第２号）又は団体利用申込書（様式第４号）により、直

ちに館長に届け出なければならない。 

第１４条 カードの交付を受けた者は、カードを紛失したときは、利用

申込書（様式第２号）により、直ちに館長に届け出なければならない。 

（本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） （本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） 

（カードの転貸等の禁止） （カードの転貸等の禁止） 

第１６条 カードの交付を受けた者は、カードを他人に貸与し、又は譲

渡してはならない。 

第１５条 カードの交付を受けた者は、カードを他人に貸与し、又は譲

渡してはならない。 

２ 貸与し、若しくは譲渡したカード又は紛失届のあったカードは、無

効とする。 

２ 貸与し、若しくは譲渡したカード又は紛失届のあったカードは、無

効とする。 

３ カードが本人以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その

責めは、本人に帰属するものとする。 

３ カードが本人以外の者によって使用され、損害が生じた場合、その

責めは、本人に帰属するものとする。 

（カードの有効期間） （カードの有効期間） 

第１７条 カードの有効期間は、発行日から５年間とする。 第１６条 カードの有効期間は、発行日から５年間とする。 

（貸出しの制限） （貸出しの制限） 

第１８条 館長は、図書館の運営上館外貸出しを不適当と認める図書館 第１７条 館長は、図書館の運営上館外貸出しを不適当と認める図書館
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資料を指定することができる。 資料を指定することができる。 

２ 前項の規定により、指定された図書館資料は、図書館内においての

み利用できるものとする。 

２ 前項の規定により、指定された図書館資料は、図書館内においての

み利用できるものとする。 

（図書館資料の転貸等の禁止） （図書館資料の転貸等の禁止） 

第１９条 図書館資料の貸出しを受けた者は、団体貸出しの場合を除き、

貸出しを受けた図書館資料を他人に転貸してはならない。 

第１８条 図書館資料の貸出しを受けた者は、団体貸出しの場合を除き、

貸出しを受けた図書館資料を他人に転貸してはならない。 

２ 図書館資料の貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書館資料を利

用して対価を徴収してはならない。 

２ 図書館資料の貸出しを受けた者は、貸出しを受けた図書館資料を利

用して対価を徴収してはならない。 

（利用の制限） （利用の制限） 

第２０条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館資

料の利用を停止し、又は禁止することができる。 

第１９条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、図書館資

料の利用を停止し、又は禁止することができる。 

（１） 図書館資料を紛失し、又は損傷した者 （１） 図書館資料を紛失し、又は損傷した者 

（２） 図書館資料を貸出期間内に返却しない者 （２） 図書館資料を貸出期間内に返却しない者 

（３） その他この規則の規定に違反した者又は図書館資料の管理上

支障があると認められる者 

（３） その他この規則の規定に違反した者又は図書館資料の管理上

支障があると認められる者 

（移動図書館車） （移動図書館車） 

第２１条 移動図書館車は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他

必要な業務を行う。 

第２０条 移動図書館車は、市内を巡回し、図書館資料の貸出しその他

必要な業務を行う。 

２ 移動図書館車の利用については、第７条から前条までの規定を準用

する。ただし、移動図書館車の図書館資料の貸出期間については、次

の巡回日までとする。 

２ 移動図書館車の利用については、第７条から前条までの規定を準用

する。ただし、移動図書館車の図書館資料の貸出期間については、次

の巡回日までとする。 
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３ 移動図書館車の巡回場所、巡回日及び巡回時間は、毎年度館長が指

定する。 

３ 移動図書館車の巡回場所、巡回日及び巡回時間は、毎年度館長が指

定する。 

（１項…一部改正〔令和２年教委規則１１号〕） （１項…一部改正〔令和２年教委規則１１号〕） 

（施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出） （施設、設備、資料等のき損又は滅失の届出） 

第２２条 図書館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、

直ちにその理由を付して、き損（滅失）届（様式第５号）により教育

委員会に届け出なければならない。 

第２１条 図書館の施設、設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、

直ちにその理由を付して、き損（滅失）届（様式第５号）により教育

委員会に届け出なければならない。 

（見出・本条…一部改正・旧２７条…繰上〔平成１７年教委規

則９号〕、本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） 

（見出・本条…一部改正・旧２７条…繰上〔平成１７年教委規

則９号〕、本条…一部改正〔平成２７年教委規則８号〕） 

（委任） （委任） 

第２３条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事

項は、教育委員会が別に定める。 

第２２条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事

項は、教育委員会が別に定める。 

（旧２８条…繰上〔平成１７年教委規則９号〕） （旧２８条…繰上〔平成１７年教委規則９号〕） 

附 則 抄 附 則 抄 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 １ この規則は、平成１６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に用瀬町立図書

館の管理に関する規則（平成元年用瀬町教育委員会規則第１号）又は

気高町立図書館管理運営規則（平成１５気高町教育委員会規則第１号）

の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によ

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に用瀬町立図書

館の管理に関する規則（平成元年用瀬町教育委員会規則第１号）又は

気高町立図書館管理運営規則（平成１５気高町教育委員会規則第１号）

の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によ
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りなされたものとみなす。 りなされたものとみなす。 

（鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則の一部

改正） 

（鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則の一部

改正） 

３ 鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則（昭和

５７年鳥取市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

３ 鳥取市民図書館及び鳥取市こども科学館の管理に関する規則（昭和

５７年鳥取市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） （次のよう略） 

附 則（平成１７年４月２７日教委規則第９号） 附 則（平成１７年４月２７日教委規則第９号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成１７年５月１日から施行する。 １ この規則は、平成１７年５月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードについては、その有効期間満了の日まで使用するこ

とができる。 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードについては、その有効期間満了の日まで使用するこ

とができる。 

附 則（平成１８年６月３０日教委規則第１４号） 附 則（平成１８年６月３０日教委規則第１４号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 １ この規則は、平成１８年７月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードについては、当分の間、使用することができるもの

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードについては、当分の間、使用することができるもの
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とする。 とする。 

附 則（平成１８年１２月１日教委規則第２３号） 附 則（平成１８年１２月１日教委規則第２３号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成１８年１２月１日から施行する。 １ この規則は、平成１８年１２月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードの様式については、当分の間、使用することができ

るものとする。 

２ この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立図書館の設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により作成され、使用されている鳥取市立

図書館貸出カードの様式については、当分の間、使用することができ

るものとする。 

附 則（平成２０年３月３１日教委規則第１０号） 附 則（平成２０年３月３１日教委規則第１０号） 

この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月２０日教委規則第８号） 附 則（平成２７年３月２０日教委規則第８号） 

（施行期日） （施行期日） 

１ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 １ この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） （経過措置） 

２ この規則の施行の日以後に、改正後の鳥取市立図書館の設置及び管

理に関する条例施行規則第８条に規定する個人貸出申込者が、鳥取市

立図書館ホームページを利用して館長に利用申込書を提出する場合の

様式については、なお従前の例による。 

２ この規則の施行の日以後に、改正後の鳥取市立図書館の設置及び管

理に関する条例施行規則第８条に規定する個人貸出申込者が、鳥取市

立図書館ホームページを利用して館長に利用申込書を提出する場合の

様式については、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年２月２８日教委規則第３号） 附 則（平成２９年２月２８日教委規則第３号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 
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附 則（平成３０年３月３０日教委規則第２号） 附 則（平成３０年３月３０日教委規則第２号） 

この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月２９日教委規則第１１号） 附 則（令和２年６月２９日教委規則第１１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年４月１日教委規則第７号） 附 則（令和３年４月１日教委規則第７号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年  月  日教委規則第  号） 

この規則は、令和４年１２月１日から施行する。 

 

様式第１号（第６条関係） 

 

 

 

様式第１号（第６条関係） 

（略） （略） 

様式第２号（第８条・第１４条・第１５条関係） 様式第２号（第８条・第１３条・第１４条関係） 

（略） （略） 

様式第３号（第８条関係） 様式第３号（第８条関係） 

（略） （略） 

様式第４号（第１２条関係） 様式第４号（第１１条関係） 

（略） （略） 

様式第５号（第２２条関係） 様式第５号（第２１条関係） 

（略） （略） 

 



 

報告事項（１） 

 

 

鳥取市立小・中・義務教育学校における公費外会計定期検査の報告について 

 

１ 目的 

  各学校が扱う公費外会計について、鳥取市立小・中・義務教育学校における

「公費外会計等取扱要綱」やガイドラインを定め、各学校において適正な事務

執行に努めていただいています。あわせて、チェック体制にも万全を期すため

に、共同学校事務室による相互監査を毎年度実施しているものです。 

 

２ 定期検査の概要 

  期 間：令和４年４月上旬～令和４年５月末日※一部の学校は７月実施 

  方 法：共同実施組織（中学校区毎）内学校事務職員による相互監査 

      監査後、相互監査報告書により教育総務課に報告 

  内 容：チェックシートを使用して以下の点についてチェックを実施 

①通帳・印鑑が適正に管理されているか 

②出納簿と通帳残高が一致するか 

③関係帳簿類（出納簿・未納者台帳・支出伺・領収書等）が整っているか 

④ガイドラインに沿って適切に処理されているか 

※校内でのチェック体制が整っているか 

 

３ 定期検査の報告について 

   不正な会計処理は見当たらず、ガイドラインに沿って概ね良好に処理されて

いることを確認しました。 

   ただし一部の学校の事務処理において、改善が必要な点が見受けられたため、

下記のとおりあらためて周知を行いました。 

○支出伺い、帳簿の整備を適切に行うこと。 

○請求書受領後は速やかに支払処理を行うこと。 

○現金保管での会計処理をなくし、通帳管理すること。 

○通帳払い出し後、すみやかに業者への支払いを済ませること。 

○緊急を要する場合を除き、極力、立て替え払いをなくすること。また、やむを

得ず立て替え払いを行った場合は、すみやかに清算すること。 

○領収書の宛名・事由・日付の記入もれに注意すること。 

○支出伺の押印・日付の記入もれ、出納簿の記入漏れ（利息等）に注意すること。 

○入金について収入伺が未作成のところがあり、今後は作成を行うこと。 

○個人のポイントカードは使用しないこと。 

１０月定例教育委員会 資 料 

年月日 令和４年１０月２５日 

担当課 教育総務課 



 

報告事項（２） 

 

 

旧美歎水源地フェスティバル 2022 について（水源地復興 100 周年事業） 

 

本市は、毎秋、鳥取市の近代化に く貢献してきた国指定重要文化財「旧美歎水源地水道

施設」の周知と地域学習及び郷土愛の醸成を目的に、本フェスティバルを開催しています。

本年は、水源地復興 100 周年にあたることから、例年の乗馬トレッキングに加え、美歎ダ

ムへのプロジェクションマッピングの実施、100 周年記念ダムカードの配布を行います。 

 

期 日：令和 4 年 11 月 12 日（土）、13 日（日）  

会 場：国指定重要文化財「旧美歎水源地水道施設」（鳥取市国府町美歎 698-2） 

主 催：鳥取市教育委員会、全国近代化遺産活用連絡協議会、独立行政法人日本芸術文化振興会、文化庁 

共 催：美歎水源地保存会 

 

内 容：①ダムプロジェクションマッピングショー（11/12-13 18：30 20：30） 

水源地復興に際して建設された「美歎ダム」が竣工 100 周年を迎えたことを記念

し、ダムを舞台に鳥取市の近代化を回顧するストーリーを、音と映像で体感できる

プロジェクションマッピングショーを行います。復興の象徴とされた「美歎の大瀑

布」を最先端デジタル技術で現代によみがえらせます。 

※約 20 分間のコンテンツを 6 回にわたって繰り返し投影します（後日、オンライン配信予定） 

※マッピングのほか、洋風建物とイチョウのライトアップ、ガイダンス施設の夜間開館を実施 

    ②馬で文化遺産めぐり（乗馬トレッキング）（11/13 10：00 15：00） 

大正時代の交通手段の一つであった馬にのって、大正時代に建設された文化遺産

を散策。施設ガイドの案内で楽しみながら地域の歴史を学びます（10 分/回）。今

年で４回目の開催を迎え、例年 1,000 名を超える来場者でにぎわいます。 

※このほか、ミニ乗馬、ダム湖ウォーキングツアー、移動図書館、地元物産、飲食ブース出店 

    ③「美歎ダム」100 周年記念ダムカードの発行（配布開始 11/12 18：00 ） 

水源地復興 100 周年を記念して、通常の美歎ダムカードに加え、100 周年記念デ

ザインのダムカードを発行し、本フェスティバルより配布を開始します。 

※発行枚数 1 万枚（うち、2,000 部はダムの詳細説明を記したＡ５サイズ「記念台紙付き」） 

備 考：いずれも雨天決行、予約不要、入場無料。乗馬トレッキングは当日整理券配布 

                                          

本フェスティバルは、全国近代化遺産活 連絡協議会と連携し、 本博事業の補助を受け「近代化遺産全国  

公開 2022」イベント（近代水道関連施設プロジェクションマッピング※）の一環として実施するものです。 

※プロジェクションマッピングは、本市の他に三重県桑名市「六華苑」（洋館）にて 11/22-23 に実施予定 

10 月定例教育委員会資料 

年月日 令和４年 10 月 25 日 

担当課 教育委員会文化財課 





 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体験的学習活動等休業日のイベント紹介 
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1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日

土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

1 スポーツ大会
中学校東部地区新人大会

（バスケットボール）

2 東中学校   ①▽ 再開 1年1組学級閉鎖

  ①▽ ②▽ 再開 3年2組学級閉鎖

①▽ 再開 3年1組学級閉鎖

4 河原第一小学校 ①▲ ②▲ 再開 2年学年閉鎖

5 散岐小学校 ①▲ 再開 2年学年閉鎖

臨時休業等実施校数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 0

南中学校3

10月定例教育委員会資料

令和4年10月24日

学校教育課（安本）

鳥取市立学校関係における新型コロナウイルス感染症状況（10月）  R4.10.24 現在

学校名 児童クラブ名

①・・・全校臨時休業(放課後児童クラブの臨時閉所を含む）、①▲・・・学年閉鎖、①▽・・・学級閉鎖、 ・・・放課後児童クラブ臨時閉所     ・・・クラスター認定

備  考



南中学校制服変更について 

＜ねらい＞ 

・自分の個性を大事にして生きる生徒を育成するため。性差で限定

された制服ではなく、自分で望ましいものを選びやすい制服に変更する。 

＜改善していきたい点＞ 

・ＬＧＢＴＱなど、性に悩む生徒へ対応していくため。 

・ブレザータイプなどに変更することで、性差がつきにくい制服にする。 

・スラックス、スカートを選択して着用できる制服にする。 

＜モデルチェンジの推移＞               ＜見本＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜女子スラックス導入の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

10 月定例教育委員会資料 

令和４年 10 月 25 日 

学校教育課（安本） 

男子 冬服 夏服 合計 女子 冬服 夏服 合計 

学生服（詰襟） 26,180～

38,800 

  セーラー 18,100～

21,500 

  

ズボン 11,000 7,000  ベスト  8,150  

カッターシャツ 2,900 2,900  ブラウス 2,550 2,350  

合計 40,800～ 

52,800 

9,900 50,700～ 

62,700 

スカート 16,600 13,300  

白タイ 590   

 合計 37,840～

41,240 

23,800 61,640 

65,040 

【南中学校の校則変更について】 

・季節による、制服移行期間の撤廃。 

・女子生徒の黒タイツ着用可。 

・日焼け止めクリームの持参可。 

・女子靴下の長さ変更。 



  



              

        

  

      

        


